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小児（５歳以上１１歳以下）に対する新型コロナウイルスワクチン

３回目接種の実施について

令和４年９月６日付け「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に

ついて（指示）」（令和３年２月１６日付け厚生労働省発健０２１６第１号厚生労

働大臣通知）の一部改正により、小児（５歳以上１１歳以下）に対する新型コロ

ナウイルスワクチン３回目接種の実施が決定された。

これを受けて、「中野区新型コロナウイルスワクチン小児追加接種実施計画」

（以下「小児追加接種計画」という。）を策定したので報告する。

記

１ 小児追加接種計画

詳細は別添のとおり

（１）接種対象者

初回接種（小児）を完了した５歳以上１１歳以下の者

（２）接種間隔

初回接種（小児）の完了から５か月以上経過していること

（３）使用するワクチン

ファイザー社製ワクチン（５歳以上１１歳以下用）

（４）接種開始日

令和４年９月１６日

（５）接種体制

ア 想定接種対象者数

約２，３７０人（令和４年９月６日時点）

イ 接種実施場所

区内３０以上の医療機関で実施。１週間当たり最大８００回程度の接

種体制を整える。

（６）相談・予約体制

ア コールセンター

フリーダイヤルで、対象者の増減に合わせて回線数を設定する。土日祝

日を含む毎日、午前９時から午後７時に受け付ける。



イ 予約方法

① 個別接種（一部を除く）

・コールセンターから電話予約（係員が区予約システムに代行入力）

・ＷＥＢ上の区予約システムから予約

② 個別接種の一部医療機関

・各医療機関の予約方法に従い予約

２ 公的関与の規定の適用

これまで小児（５歳以上１１歳以下）の者に対する新型コロナウイルスワク

チン接種については、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないこと

などを踏まえ、予防接種法上の努力義務が適用されていなかったが、新型コロ

ナウイルス感染症のまん延状況やワクチンの有効性、安全性に関する情報の

蓄積を踏まえ、令和４年９月６日より努力義務が適用されることとなった。






















































